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　　　　　　　下水道技術の動向

「リスクマネジメント」の技術と国際標準一

1．はじめに

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤木　　修

水分野国際標準化戦略検討委員会下水道部会座長
　　　　　　　　（日本水工設計㈱東京支社副支社長）

　　　　　　　　　復旧にあたっての技術的緊急提言」が発表さ

　　　　　　　　　れ、今後、下水道施設の計画・設計指針に反

　やはり今年3月11日に発生した不幸な出来

事から書き始めなければなるまい。東北・関

東地方を襲った東日本大震災である。

　16年前の阪神・淡路大震災をはじめ、近年

でも数多くの地震に見舞われてきた日本であ

るが、地震の強さと影響の範囲において、今

回の地震とその結果引き起こされた津波は、

各所に未曾有の被害をもたらした。下水道施

設も例外ではない。被害箇所は広域かつ多数

にわたり、特に津波により多くの処理場、ポ

ンプ場で構造物、設備とも致命的な被害を受

けた。また、電力、燃料や薬品等の供給が十

分でなかった影響で必要な措置がとれず、未

処理放流等の状況が生じたことも、今回の災

害の特徴である。

．津波によって外部電源を失い、その後放射

性物質の大量放出が続いてチェルノブイリと

同じ国際原子力事象評価尺度（INES）レベ

ル7とされた福島第一原子力発電所の事故

は、まだ事態収束に向けた明確な見通しが立

っていない。初めは一見、下水道と関係ない

と思われた原発事故であるが、その後福島県

内の下水処理場から排出された下水汚泥が、

高濃度の放射性セシウムによって汚染されて

いることが判明し、関係者を慌てさせた。

　今園の大震災は、今後の下水道技術の動向

にどのような影響をもたらすであろうか。大

震災による下水道施設の被災を受け、施設の

各復旧のあり方を早急にとりまとめるため、

国土交通省は（社）臼本下水道協会と共同で

「下水道地震・津波対策技術検討委員会」を

設置した。早速4月15日には「下水道施設の

映されるような具体的な対応策が明らかにさ

れていくものと思われる。但し、ここで注掻

したいのは、下水道技術を取り巻く大きな潮

流に対する影響である。

　昨年のこのレポートでは、わが国の下水道

事業を取り巻く環境の重要な要因の1つとし

て「国際化」を取り上げた。政府の新成長戦

略の重点分野の1つに「水」が選ばれ、水道

も下水道も不足している新興国や途上国で、

臼本の企業がビジネスの一環として水に関す

るサービスを供給できる状況をつくり上げる

ことが、政府全体としての大きな目標となっ

た。

　今回の大震災の影響を受けて、マスコミ等

に取り上げられる機会が急減し、今は海外水

ビジネスどころではないと考える方がいるか

もしれない。しかし、それは間違いである。

むしろ、上下水道の災害対策と海外水ビジネ

スに象徴される「国際化」とは、両者が相互

に影響し合う形で進められなければ、両方と

も大きな成果が上げられない恐れがある。今

後強化されるであろう国内の上下水道事業の

災害対策は、上下水道技術の「国際化」の大

きな推進力となり得る。また、「国際化」の

視点は、わが国の災害対策技術を豊かなもの

とし、普遍性を与えるために不可欠の要素で

ある。そして、この双方向のベクトルが交差

する場所が「国際標準」なのである。

　最近では、英国ブリティッシュ・ペトロリ

アム（BP）社の石油掘削施設からのメキシ

コ湾原油流出事：故、米国におけるトヨタ自動

車の大規模リコール、ソニーのインターネッ
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ト配信サービスからの個人情報流出事件と、

名立たる大企業が大きなリスクにさらされる

出来事が相次いでいる。現代はまさにリスク

マネジメントの時代といっても過言ではな

い。大震災は改めてリスクマネジメントの重

要性を浮き彫りにした。

　もともと下水道：事業は、公衆衛生、水質汚

染、水害といった社会的なリスクを制御する

ことを園的としており、下水道事業に携わる

者はリスクマネジメントのプロでなけれぼな

らない。本稿では、「リスクマネジメント」

というキーワードのもとに、わが国の下水道

を取り巻く環境と技術の動向、更に国際標準

の果たす役割について考察を試みることとす
る。

2．リスクマネジメントと国際標準

2－1　自己を守る標準と他者を非難す

　　　る標準
　図一1をご覧いただきたい。2010年6月5

日付けUSA　TODAYの抜粋で、インターネ

ットからダウンロードしたものである。BP

がメキシコ湾で原油流出事故を起こした時、

石油大手企業の首脳が米国議会下院のエネル

ギー・商務委員会に呼ばれて証言した内容が

報じられている。エクソンモビルのRex
Tillerson　CEOは、「（BPの施設では、）設計

標準が守られていなかった。我々だったら、

（設計標準を守るため、）BPのような方法で

掘削することはなかっただろう。」と証言し
た。

　BPの事故が発生した時、米国議会で、自

国領海域の深いエリアにおいては、石油企業

の掘肖彗を認めるべきでないという意見が持ち

上がった。この海域で掘削の権利を持つ企業

にとっては死活問題である。そこで彼らは、

「標準」を利用してBPとの差別化を図り、自

己の権益を守ろうとしたのである。

　このように自己を正当化したり、自分の主

張を通そうとしたりする場合に、標準を利用

するという方法は、珍しくない。また、その

反作用として、標準は他者を非難する時にも

用いられる。

　福島第一原子力発電所の事故についても、

海外から辛辣な非難が浴びせられている。例

えばロイターの記事によれば、福島原発は

2009年10月に発表された国際原子力機関

嫉EAの地震と津波に関する安全基準案を満

図一1　BPの原油流出事故のあと米国議会下院委員会で証言する大手石油企業首脳
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足していないものであった1）。この安全基準

案は文字どおり「案」の段階ではあるが、原

子力発電所は海岸線から10km以上離れた場

所に立地することを推奨している。ここでも、

非難の根拠は「基準」である。

　国際舞台での勝敗を決めるのは、技術力や

技量というより、むしろそれを測る基準であ

ることに、もっと目を向けなければなるまい。

　2－2　国際競争力を左右する国際標準

　東日本大震災によって、東北の被災地がEI

本経済を支えるものづくりの拠点であったこ

とが、サプライチェーンへの影響を通じて浮

き彫りとなった。例えば、車載用半導体最大

手のルネサスエレクトロニクスの主力工場が

被災したことで、マイコンの供給がストップ

し自動車産業のサプライチェーンが麻痺し
た2）。これはサプライチェーンの川上から川

下への影響であるが、川下から川上への影響

もある。つまり、マイコンの供給停止で自動

車の製造がストップすると、自動車の部晶を

供給する工場は、たとえ被災していなくても

注文がなくなる。このような影響の連鎖は、

グローバルなサプライチェーンを通じて世界

中に広がっている。

　米国では、2001年9月11日の同時多発テロ

の後に企業間取引に大きな変化があった。通

常、企業間で製品やサービスの取引する際に

は、品質や財務状況など様々な情報をお互い

に公開する。その情報の中に、お互いのBCP

の開示が含まれるようになっている。すなわ

ち、BCPの実効陸を相互に確認することが、

取引の前提条件の1つになったのである3＞。

劇ヨ本大震災を契機として、この傾向にます

ます拍車がかかるものと予想される。当然の

ことながら、危機に際して企業が継続して業

務を続けられるかどうかは、その企業だけの

取組みによって解決できる問題ではない。

　四一2は、ドイツの再保険会社
MUnchener　R負ckが約10年前に発表した世

界主要都市の自然災害に対するリスクマップ

である。ロサンゼルスのリスク指数を！00と

すると、東京・横浜は710であり、とび抜け

て大きいことが分かる。さすがに災害大国だ

けあって、災害に対する備えが進んでいるせ

いか、脆弱性の割合は比較的小さいが、今後

更に脆弱性を下げる努力が求められることは

言うまでもない。そして、この脆弱性を構成

図一2　世界の大都市の自然災害に対するリスク指数
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唱る主要な要素の中に、下水道整備を含む災

峯に対する準備や予防的措置が含まれてい

1。具体的には、建築物に対して防災の規制

§行われているかどうか、都市や国が充実し

こ防災計画をもっているかどうかという観点

唖要となる。

今回の大震災は、日本の防災体制がどの程

消点であったかどうかを世界に発信する機

ミとなった。日本が今後どのように災害対策

≧充実させ、世界がこれをどう評価するかが、

曲れからの二本の産業の国際競争力を決める

璽要なファクターになるといっても過言では

5るまい。そして、その評価の方法は国際標

皇によって決まる。つまり、リスクマネジメ

／トの国際標準は、個々の企業はもちろん、

肺や国の国際競争力を決めるものとして、

｛すます注目を集めることになると思われ
5
Q

2－3事業継続マネジメントシステム

　　　（BCMS）の国際標準
ニューヨークの同時多発テロを経験し、こ

）分野で先んじる米国では2007年に、法令に

蓼づき米国国土安全保障省（D｝｛S）が「民

到部門における緊急事態準備の認証制度」を

宏ち上げた4）。これは、DHSが認めた認証基

寡に準拠したBCMSを、企業が整備・運用し

ごいるかどうかについての第三者認証を行う

ヒ組みである。日本でも、2010年3月から

；CMSの第三者認証制度である「BCMS適合

長評価制度」の正式運用が開始されている。

米国はBCMPの国際標準を検討するよう

30にも働きかけを行った。当初はテロ対策

｝童中心テーマだったが、2005年にハリケー

／・カトリーナによってニューオーリンズが

墓面的被害を受けるという災害を経験し、自

套災害も主要テーマの1つにしなければなら

よいと軌道修正した経緯がある。

具体的にBCMSの標準開発を行っているの

よ、ISO／TC223（社会的セキュリティ）であ

5。2007年に夏SO／PAS　22399（社会セキュリ

稔一緊急事態準備と業務継続マネジメント

ガイドライン）が発行された。タイトルに「事

霞継続（Business　Co猷鐙ulty）」ではなくヂ業

多糸匪続　（Operational　ConUnuity）」　という

用語が用いられているのは、このガイドライ

ンが民間企業のみならず、公共機関をはじめ

とするあらゆる組織を前提に作られているた
めである4＞。

　至SO／TC223の活動で現在最も注目を集めて

いるのは、ISO　22301（社会セキュリティー

緊急事態準備と事業継続マネジメントー要求

事項）で、2011年4月26Eiに国際標準原案の

投票が締め切られ、発行間近な段階にある。

「要求事項」という名前が示すとおり、この

国際標準は第三者認証につながる標準であ

り、わが国の企業における国際的な商取引も

少なからず影響を受けることになると思われ
る。

　実は、日本はBCMSに関する第三者認証に

ついて反対の立場を貫いてきた。その背景に

は、図一2に表されるような、わが国の自然

災害に対するリスクの大きさがあると考えら

れる。しかし、東日本大震災を受けて、ただ

第三者認証を避けてばかりでいいかどうか、

わが国の基本方針を問い直す時期にさしかか

っているかもしれない。至SO　22301が発行さ

れれば、これに基づく第三者認証を武器に世

界との取引を拡大しようとする企業も少なく

ないものと思われる。むしろそのような企業

を積極的に支援する施策が求められていると

言えるのではないだろうか。

　2－4下水道の事業継続マネジメント

　　　　と国際標準

　下水道の事業継続マネジメントについて

は、2009年に国土交通省から「下水道BCP策

定マニュアル（地震編）～第1版～」が公表

され、既に下水道BCPが作られている都市も

見られる。夏SO　22301と比較すると、下水道

BCP策定マニュアルは、特にISO　31000に基

づいて行われるリスクアセスメントの面で、

もう一段の改善が必要と思われる。

　ここで、ISO　3！000（リスクマネジメント）

とリスクマネジメントに関する用語を定義す

る狢OGuide　73について見てみよう。　ISO

31000は、リスクマネジメントを「リスクに

ついて、二心を指揮統制するための調整され

た活動」と定義している。すなわち、リスク

マネジメントとは、iヨ的を達成するためにリ
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スクに対して行う活動であり、図一3のよう

なプロセスから構成される。また、ISO

31000では、リスクは資料一1のように定義

されている。リスクを「結果」と「事象の生

起確率」の積で表現する事例が数多く見られ

る。しかし、ISO　Guide　73は、そのような

定義を採用していないことに注目すべきであ

る。2つの要素はそれぞれでも評価の対象と

なり得るし、定量化にあたって重みづけする

方法も考えられる。

　リスクは「目的」を設定して初めて特定す

ることができる。下水道BCP策定マニュアル

では、下水道事業の目的との関係が必ずしも

明確でなく、そのうえリスク特定、リスク分

析、リスク評価と続く一連のリスクアセスメ

ントが体系的に明示されていない。下水道

BCP策定マニュアルに欠陥があるというわけ

ではなく、カバーすべき部分はすべて網羅さ

れているのであるが、暗黙の了解として文書

化されていない部分が多いため、国際標準と

比較すると、一見十分に体系化されていない

ように見えるのである。

　これは日本で作られる規格やマニュアル等

によく見られる特徴であって、国内のみに適

用される場合には特に問題とならないように

も見える。しかし、

図一3　1SO　31000におけるリスクマネ
　　　　ジメントのプロセス5）
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　①外国の事例を参考に日本のBCMを改善

したり、艶本のBCMの優れた点を海外に紹

介したりする場面が想定されること

　②まもなくISO　2230ユが発行され、下水道

の維持管理を包括的に受託する民問企業、

3－3節で述べる下水道施設の運営権を取得し

たPF王事業者、更に下水道管理者自身が、こ

の国際標準に基づいて第三者認証等適合性評

価制度での評価を希望する場合が出てくる可

能性があること

　　　　　　資料一1

’ISO　Guide　73：2009「リスクマネジメントの用語と定義」におけるリスクの定義6）

リスク（risk）

目標に対する不確かさの影響。

注記1　影響とは期待されていることから、好ましい方向および／または好ましくない方

　　　　向にかい（乖）離することをいう。

注記2　霞的は、例えば、財務、安全衛生、環境に関する到達閣標など、異なった側面が

　　　　あり、戦略、組織全体、プロジェクト、製品、プロセスなど、異なったレベルで

　　　　設定されることがある。

注記3　リスクは、起こり得る事象、結果またはこれらの組合わせについて述べることに

　　　　よって、その特徴を記述されることが多い。

注記4　リスクは、ある事象（周辺状況の変化を含む。）の結果とその発生の起こりやす

　　　　さとの組合わせによって表現されることが多い。

注記5　不確かさとは、事象、その結果またはその起こりやすさに関する、情報、理解ま

　　　　たは知識が、たとえ部分的にでも欠落している状態をいう。
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等を勘案すると、できるだけ国内向けのマニ

ュアルは国際標準の体系にそろえることが望

ましい。

　また、リスクマネジメント分野の国際標準

を扱うISOの技術管理評議会（TMB）のワー

キンググループは、目本が幹事国を務めてい

る。これは極めて戦略的なポジションであり、

わが国の多くのセクターがリスクマネジメン

トの国際標準を尊重することは、大局的、長

期的に見て国益に適うものと思われる。

3，マネジメントの技術

3－1広義の技術とメタ技術
通常、我々が下水道技術の動向を論じる時、

その技術はインフラとして霞に見えるもので

あることが多い。例えば、「循環のみち」を

拓くための下水汚泥資源化技術といえば、汚

泥からのリン回収施設であったり、乾燥や炭

化による汚泥燃料化施設であったりという具

合である。管理者である地方公共団体からす

ると、今後どのような施設を設置するかは大

きな関心の的であるし、虚聞企業にしても、

どのような施設・設備に需要があるかに敏感

でなければ生き残っていけない。

途上国ビジネスで必ず言われるのが、日本

の技術は高贔質だが価格が高すぎて売れない

というものである。価格を抑えるためにどう

したらよいかということになり、なかなか適

当な解決策を見出せずに堂々めぐりの議論と

なる場合もある。とれでは田本に高度な技術

力があるとは言えない。技術面とは、問題を

解決する能力であり、施設や設備の技術は、

その能力の一部でしかない。例えば職場にお

けるコミュニケーションの方法も広義の技術

であるし、新しいニーズを発見し、自分達の

博っている要素技術を組合わせてその解決に

つながるビジネスモデルを組立てる方法も広

義の技術である。

複数の要素技術をそれぞれ別個に利用する

のではなく、それらを連結し互いに関連づけ、

全体としてのシナジーを追求する場合にカギ

となる「技術」を「メタ技術」または「メタ・

テクノロジー」という7）。海外において成功

を収めるためには、「技術」を広義に捉えた

うえで、「メタ技術」を磨くことが求められる。

　3－2　「循環のみち」のりスクマネジメ

　　　　ント

　メタ技術は、必ずしも施設や設備に組み込

まれた技術であるとは限らない。例えば水が

不足して農業ができない最貧国では、生下水

が貴重な水資源となり得る。生下水であって

もそれによって農作物を育てることができる

のであれば、生下水利用のリスクを最小限に

し、農業生産を最大にするための下水と農業

のマネジメント技術は考えられるはずだ。図

一4は、世界保健機関（WHO）のガイドラ
イン8）から引用したもので、たとえ下水や

し尿を処理しなくても、現地の条件に応じて

農作物の病原微生物汚染に起因する感染リス

クを劇減するための様々なマネジメント手法

があり得ることを示している。

　東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所

の事故の影響は、放射性物質による下水汚泥

の汚染をもたらし、下水汚泥の処分や有効利

用ができなくなる事態に至った。放射性がれ

きの問題もそうであるが、そもそも原子力発

電所において炉心溶融が起きることはまった

くの想定外であり、放射性物質が発電所の外

に大量に放出された場合の影響と、そのよう

な事態をマネジメントする方策が研究されて

こなかったことが事態を悪化させた。

　日本では、一旦「あり得ないこと」と整理

されたことを考えることは無駄のように捉え

られることが多い。下水汚泥が放射性物質で

汚染されることは、「あり得ない」ことであ

ったから、その場合の取扱いについては、こ

れまで研究のテーマにもならなかった。これ

は明らかに原子力発電所のリスクマネジメン

トの問題であって、炉心溶融の影響に関する

リスク特定、リスク分析、リスク評価という

リスクアセスメント（図一3参照）が十分に

行われていなかったことに起因する。

　同様の考え方に立てば、下水処理水や下水

汚泥の再利用・リサイクルを進めようという

「循環のみち」あるいは「資源のみち」の施

策は、適切なリスクマネジメントとセットで

行われなければ、かえって社会のリスクを増

大させることになりかねないことを再認識す

べきである。どこまで安価で資源的価値の高

いものをつくるかという従来の発想に加え



（84） 下水道技術の動向

図一4　水不足、健康リスク、経済性等を総合的に勘案した下水・し尿の有効利用
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て、いかに社会に対するリスクを下げるか、

万一の危機にどのように対処するかという観

点からのマネジメント技術が重要であり、リ

スクマネジメントに関する規格の整備はその

第一歩となる。

．3－3　コンセッションとリスクマネジ

　　　　メント

　「産業」というと一般に民間：企業の経済活

動と捉えられがちであるが、英語のi船ustry

には、「ある特定のものの生産または特定の

サービスの供給に関与する人々または行為3

という意味がある9）。従って、下水道事業の

実施主体である地方公共団体、地方公共団体

からの要請に基づき製品やサービスを提供す

る民間企業、そして下水道事業を規制・誘導

する政府など、下水道事業に関与する者はす

べてindustryまたはindustryの担い手といえ
る。

　「下水道」というインフラ資産（アセット）

に注臼すると、玉nd“stryの握い手は、「アセ

ット所有者（asset　owner）」、「アセット管

理者（asset　manager）」、「アセット運転者

（asset　operator）」、「規制者（regulator）」

それに「責任団体（respons玉ble　body）」の

5者に分類される。

　水ビジネスの国際展開を論じる場合、その

主役は当然民間企業となる。経済産業省の「水

ビジネス国際展開研究会」の報告響。）でも

指摘されているように、海外での事業受注に

は、日本企業が運営管理の実績を積むことが

必要であり、日本の企業が長期的かつ安定的

に海外における水事業を展開していくために

は、その基盤となる健全な国内市場の整備が

必要である。自国外で積極的にビジネスを展

開している外国の民間企業は、例外なく自国

内でも同様のビジネスを行っている。つまり、

国内と国外を隔てるバリアーが比較的低いた

め、国内で培った技術をそのまま国外でも活

用しやすいのである。

　更に、日本の企業が海外において水事業の

事業運営権を確保できない、すなわちアセッ

ト管理者となれない短期的な要因として、十

分頃水事業の運営・管理実績を有しないた

め、入札事前資格審査を通過できないことが

挙げられる。わが国の民間企業の海外水ビジ
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ネス展開を促進するうえでも、アセット所有

者とアセット管理者を分離する考え方に順応

する必要があろう。

　2011年5月24日に「民間資金等の活用によ

る公共施設等の整備等の促進に関する法律の

一部を改正する法律」が国会で可決成立した。

この改正によって、公共施設等運営事業を実

施する権利である「公共施設等運営権」が確

立され、わが国でも「コンセッション」によ

るPFI事業が誕生することになる。

　「コンセッション」では、施設所有権を行

政に置いたまま、民間に「運営権」を設定し、

民間が「アセット管理者」となる。「運営権」

には抵当権が設定できるため金融機関などか

らの資金調達も円滑になる。メリットとして
は、

　①政は運営権の対価支払いで施設収入の早

　　期回収を実現

　②民聞事業者は抵当権設定による円滑な資

　　金調達、利用料金設定など自由度の高い

　　事業運営、減価償却の導入

③金融機関などは抵当権設定による担保の

　　安定化

　④利用者は質の高い公共サービスの享受
が挙げられるil＞。

　この「コンセッション」において最も重要

なのが、事業運営上のリスクマネジメントで

ある。リスクには、運営権者が負うリスクと

責任団体の負うリスクがあり、リスクマネジ

メントにおいて両者は基本的に協力し合う立

場にあるが、時として相対立する場合もある。

これまでは地方公共団体の1つの部門が同時

に担ってきたため、機能に応じた構成要素毎

のマネジメントが十分できて嘗なかった部分

が、「コンセッション」契約等を通じて、リ

スク分析が進み、全体としてマネジメントシ

ステムが設計しやすくなるというメリットが

期待される。反村に、形式だけの「コンセッ

ション」は、独立性の高い関係者の意思決定

が輻窪して事業運営のリスクを増大させる恐

れがあるため、十分な注意が必要である。

4．おわりに

　2009年に打ち出された国土交通省成長戦略

では、海外へ進出する日本企業への支援ツー

ルと政府サイドの支援体制整備のための政策

として「スタンダードの整備」が掲げられ、

国内スタンダードのグローバルスタンダード

への適合をめざすという方針案が打ち出され

た12＞。これを受けて、国土交通省都市・地域

整備局下水道部と下水道グローバルセンター

（GCUS）は、次の3つの方針を確認している。

　①下水道に関す観SO規格が制定された場

　　合、国は速やかにこれと整合する日本工

　　業規格（JIS規格）を制定する。

　②国は、下水道に関するJIS規格を制定し、

　　あるいは重要なガイドライン等を策定す

　　る場合、これに関連する夏SO規格その他

　　の国際規格が存在する場合には、これら

　　の国際規格との整合に留意する。また、

　　できるだけ主要諸外国の規格も参考にす

　　る。GCUS関係団体は、国際規格、外国

　　の規格の調査等について協力する。

　③下水道に関するもので夏SO規格が未制定

　　なJ夏S規格について、国がこれを制定す

　　る場合、またはGCUS関係団体が国にこ

　　れを制定するよう申し出る場合、国また

　　は当該申し出団体は、それぞれ」狢規格

　　もしくはJ綿規格原案を英語で表記した

　　ものもあわせて作成する。

　以上の方針のもと、国土交通省とGCUSで

は、厚生労働省、経済産業省、㈹日本水道協

会、㈱日本規格協会等と協力しながら、蔦0

24510・24511・24512と整合のとれた日本工

業規格（JIS規格）の制定をめざすための準

備を始め、2011年度中にはこのJ至S規格が発

行される見込みである。

　水関連技術の海外展開がわが国の成長戦略

となっており、中でも、国際標準化は、「知

的財産推進計画」への位置づけなど重要な施

策とされている。世界での需要が大幅に伸び

るとされている水分野については、今後とも、

新たな国際標準化のニーズが発生するものと

予想され、わが国の優れた技術が世界で活用

されるよう、戦略的に国際標準化に関与し、

進めていくことが重要であろう。このため、

厚生労働省、国土交通省、経済産業省は、国

際標準化のニーズや動向に応じたわが国の対

応方針を定期的に検討するための場を「水分

準国際標準化戦略検討委員会」として設置し
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た。2010年度は、ド知的財産推進計画2010」

に基づく水分野の国際標準化戦略の策定作業

が行われたが、今後は再生水利用、バイオガ

スなど個別刎SO／TC等への対応方針に関す

る情報共有、方針確認なども行われることに

なっている。　　　　　　　　　　，

　以上のような流れは2011年度も続くと思わ

れるが、東日本大震災の影響を受け、様々な

技術分野の中でも災害リスクに関連する技術

に注臼が集まりつつある。臼本では、技術と

いうとツールとしての技術のみが取り上げら

れがちである。しかし、全体としてリスクを

マネジメントする技術があって、初めてツー

ルとしての技術の存在価値が出てくることを

忘れてはならない。

　Google検索で「Recent　disasters　and夏SO

s｛andards」と入れると、　ISOのウェブサイ

トにKevln　W．　Knigh眠が寄稿した「最近の

災害とISO標準」というレポートにアクセス

することができる。著者は、リスクマネジメ

ントを扱うISO／PC262の議長であり、　ISO

31000や王SO　Guide　73などの開発のリーダー

を務めている。レポートには津波被災時に仙

台市の爾蒲生浄化センターで撮られた写真2

枚が掲載されていて、この写真を1SOに送っ

た仙台市建設局の水谷哲也氏の紹介もある。

　2011年度は、「リスクマネジメント」を軸に、

様々な防災の取組みと国際標準との関係が語

，られる新たな潮流のはじまりの年になりそう

である。都市防災の重要な一一翼を担う下水道

事業と下水道事業を支える技術が、この流れ

の中にあることは雷うまでもない。
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（78）　　　　　　　下水道技術の動向「リスクマネジメント」の技術と国際標準一1．はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　藤木　　修水分野国際標準化戦略検討委員会下水道部会座長　　　　　　　　（日本水工設計�鞄結梹x社副支社長）　　　　　　　　　復旧にあたっての技術的緊急提言」が発表さ　　　　　　　　　れ、今後、下水道施設の計画・設計指針に反　やはり今年3月11日に発生した不幸な出来事から書き始めなければなるまい。東北・関東地方を襲った東日本大震災である。　16年前の阪神・淡路大震災をはじめ、近年でも数多くの地震に見舞われてきた日本であるが、地震の強さと影響の範囲において、今回の地震とその結果引き起こされた津波は、各所に未曾有の被害をもたらした。下水道施設も例外ではない。被害箇所は広域かつ多数にわたり、特に津波により多くの処理場、ポンプ場で構造物、設備とも致命的な被害を受けた。また、電力、燃料や薬品等の供給が十分でなかった影響で必要な措置がとれず、未処理放流等の状況が生じたことも、今回の災害の特徴である。．津波によって外部電源を失い、その後放射性物質の大量放出が続いてチェルノブイリと同じ国際原子力事象評価尺度（INES）レベル7とされた福島第一原子力発電所の事故は、まだ事態収束に向けた明確な見通しが立っていない。初めは一見、下水道と関係ないと思われた原発事故であるが、その後福島県内の下水処理場から排出された下水汚泥が、高濃度の放射性セシウムによって汚染されていることが判明し、関係者を慌てさせた。　今園の大震災は、今後の下水道技術の動向にどのような影響をもたらすであろうか。大震災による下水道施設の被災を受け、施設の各復旧のあり方を早急にとりまとめるため、国土交通省は（社）臼本下水道協会と共同で「下水道地震・津波対策技術検討委員会」を設置した。早速4月15日には「下水道施設の映されるような具体的な対応策が明らかにされていくものと思われる。但し、ここで注掻したいのは、下水道技術を取り巻く大きな潮流に対する影響である。　昨年のこのレポートでは、わが国の下水道事業を取り巻く環境の重要な要因の1つとして「国際化」を取り上げた。政府の新成長戦略の重点分野の1つに「水」が選ばれ、水道も下水道も不足している新興国や途上国で、臼本の企業がビジネスの一環として水に関するサービスを供給できる状況をつくり上げることが、政府全体としての大きな目標となった。　今回の大震災の影響を受けて、マスコミ等に取り上げられる機会が急減し、今は海外水ビジネスどころではないと考える方がいるかもしれない。しかし、それは間違いである。むしろ、上下水道の災害対策と海外水ビジネスに象徴される「国際化」とは、両者が相互に影響し合う形で進められなければ、両方とも大きな成果が上げられない恐れがある。今後強化されるであろう国内の上下水道事業の災害対策は、上下水道技術の「国際化」の大きな推進力となり得る。また、「国際化」の視点は、わが国の災害対策技術を豊かなものとし、普遍性を与えるために不可欠の要素である。そして、この双方向のベクトルが交差する場所が「国際標準」なのである。　最近では、英国ブリティッシュ・ペトロリアム（BP）社の石油掘削施設からのメキシコ湾原油流出事：故、米国におけるトヨタ自動車の大規模リコール、ソニーのインターネッ下水道技術の動向（79）ト配信サービスからの個人情報流出事件と、名立たる大企業が大きなリスクにさらされる出来事が相次いでいる。現代はまさにリスクマネジメントの時代といっても過言ではない。大震災は改めてリスクマネジメントの重要性を浮き彫りにした。　もともと下水道：事業は、公衆衛生、水質汚染、水害といった社会的なリスクを制御することを園的としており、下水道事業に携わる者はリスクマネジメントのプロでなけれぼならない。本稿では、「リスクマネジメント」というキーワードのもとに、わが国の下水道を取り巻く環境と技術の動向、更に国際標準の果たす役割について考察を試みることとする。2．リスクマネジメントと国際標準2−1　自己を守る標準と他者を非難す　　　る標準　図一1をご覧いただきたい。2010年6月5日付けUSA　TODAYの抜粋で、インターネットからダウンロードしたものである。BPがメキシコ湾で原油流出事故を起こした時、石油大手企業の首脳が米国議会下院のエネルギー・商務委員会に呼ばれて証言した内容が報じられている。エクソンモビルのRexTillerson　CEOは、「（BPの施設では、）設計標準が守られていなかった。我々だったら、（設計標準を守るため、）BPのような方法で掘削することはなかっただろう。」と証言した。　BPの事故が発生した時、米国議会で、自国領海域の深いエリアにおいては、石油企業の掘肖彗を認めるべきでないという意見が持ち上がった。この海域で掘削の権利を持つ企業にとっては死活問題である。そこで彼らは、「標準」を利用してBPとの差別化を図り、自己の権益を守ろうとしたのである。　このように自己を正当化したり、自分の主張を通そうとしたりする場合に、標準を利用するという方法は、珍しくない。また、その反作用として、標準は他者を非難する時にも用いられる。　福島第一原子力発電所の事故についても、海外から辛辣な非難が浴びせられている。例えばロイターの記事によれば、福島原発は2009年10月に発表された国際原子力機関嫉EAの地震と津波に関する安全基準案を満図一1　BPの原油流出事故のあと米国議会下院委員会で証言する大手石油企業首脳O醗鰹x駕礁v姫s§趣y聾繍1翅繍聾霊鵬��磁§翻翻議醐§け麺鐵麟駅鍛灘一般鍾醐蜘麟壌馨燃騨凝翻i搬馨麟獄警醸　　　　s獅洲舳剛繰醐恥麟憾触翻蜘陥1億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鍵藍翻　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞠轟1鰺s轟翌癩，懇SAτ｛）蔓》AY璽巳崩曝細鐸．a麟難脇醒、讐＄ATOむ蔑y9琵e灘鞭蝉惣轍醗熱宝刀熱海蓄捻鰐瞭矯載鯛マ繊駐愚艶婆ず醜痛罵毒｛瀬i，｛⊃醸引田誌鋤i韓轡鍵熱蒲，く泌総澱鋒滅嚢拶謡鍛一輪轍報，§灘熱’5ξ曲細繋鶏蜘舞亀瓢溢鑑鈴A漁蜘譲様熱鵬羅躍麟懸ゲ隻撚晦雪ぎ費ぼ藪撫縫聡澱S臨跡一際綴藪導黛照践催凄欝黛麟灘∀騰飛鍵漣醜8瞭◎Hi麟嬢雨冠懸磁i鴨s艶櫓二尉賄s譲石蜘。梅舳鞭d轟1騒瞭i曲麟。ぞ釦剛陰§騰跨Tu懸d霞y蔑畷＄麟鉱糠糊勇i韻穏戯寧＄決起縫欝δ＄囎ぎ暮潰艶癖轡藤欝漁馨BP一鯉醗麺翻i臆r§盤慕s藤撫購r＄tUs．農擁§登粥納舞i§驚r￥．奮麟鯨臨海鵬1鐘眠趣鰯慰撫灘F蕊麟撚轍丁顯翻鞠、醗翻、華飾，就謝、r穏・＿襯痩目鰍矧繍鉱脚臨瀬舞曲罫＄雛。巳◎�Jf　・癬下野翻臥期醐鵬il，童ol曲論穏麗E肖磯擢赦Co麟鵬巳駕馨su鋤懸醗灘蹴囎、響w魯耀鐙雛鱒職持�竃|1魯d重ぴ臆輝鍮￥踊y粥，魁曾a甜麟．Ch奪響慧資CE◎お1、n轡瓢§e籍澱iガ“n群議難s繍戯衡＿樹er6　in蜘聡’燈灘糸雛s欝1巴鴨s墨蟹e鴨惚即興惣山齊舗�L暮撚伽“鼠講撫懲（80）下水道技術の動向足していないものであった1）。この安全基準案は文字どおり「案」の段階ではあるが、原子力発電所は海岸線から10km以上離れた場所に立地することを推奨している。ここでも、非難の根拠は「基準」である。　国際舞台での勝敗を決めるのは、技術力や技量というより、むしろそれを測る基準であることに、もっと目を向けなければなるまい。　2−2　国際競争力を左右する国際標準　東日本大震災によって、東北の被災地がEI本経済を支えるものづくりの拠点であったことが、サプライチェーンへの影響を通じて浮き彫りとなった。例えば、車載用半導体最大手のルネサスエレクトロニクスの主力工場が被災したことで、マイコンの供給がストップし自動車産業のサプライチェーンが麻痺した2）。これはサプライチェーンの川上から川下への影響であるが、川下から川上への影響もある。つまり、マイコンの供給停止で自動車の製造がストップすると、自動車の部晶を供給する工場は、たとえ被災していなくても注文がなくなる。このような影響の連鎖は、グローバルなサプライチェーンを通じて世界中に広がっている。　米国では、2001年9月11日の同時多発テロの後に企業間取引に大きな変化があった。通常、企業間で製品やサービスの取引する際には、品質や財務状況など様々な情報をお互いに公開する。その情報の中に、お互いのBCPの開示が含まれるようになっている。すなわち、BCPの実効陸を相互に確認することが、取引の前提条件の1つになったのである3＞。劇ヨ本大震災を契機として、この傾向にますます拍車がかかるものと予想される。当然のことながら、危機に際して企業が継続して業務を続けられるかどうかは、その企業だけの取組みによって解決できる問題ではない。　四一2は、ドイツの再保険会社MUnchener　R負ckが約10年前に発表した世界主要都市の自然災害に対するリスクマップである。ロサンゼルスのリスク指数を！00とすると、東京・横浜は710であり、とび抜けて大きいことが分かる。さすがに災害大国だけあって、災害に対する備えが進んでいるせいか、脆弱性の割合は比較的小さいが、今後更に脆弱性を下げる努力が求められることは言うまでもない。そして、この脆弱性を構成図一2　世界の大都市の自然災害に対するリスク指数　　　　　　　簿藤漁暴　　鰍鰍　　　　　　　　　　馨　　　　　　　轟紬欝踏績鱗・　談◎蓋灘嚥癌　　　　　篇麟　　　嚢繍撫議職蕪恥　　麟難瀬論早藤醗灘懸《奪歳》転一臨・歎∴　　　　　　　　　　　東京・横浜讐　慧蜜講習麟欝継　　臓繍・　　紬蝋脛押謡歌，．口熱騨簸繍漁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぴ�A　　　リスク指数（サークルの大きさは、おおよそリスク指数の大きさに対応）リスク指数の構成要素門下審危険農隠縫蟹灘翻雛　膿〉ミュンヘン蘇険会社アニュア馳斜・◎◎・下水道技術の動向（81）唱る主要な要素の中に、下水道整備を含む災峯に対する準備や予防的措置が含まれてい1。具体的には、建築物に対して防災の規制§行われているかどうか、都市や国が充実しこ防災計画をもっているかどうかという観点唖要となる。今回の大震災は、日本の防災体制がどの程消点であったかどうかを世界に発信する機ミとなった。日本が今後どのように災害対策≧充実させ、世界がこれをどう評価するかが、曲れからの二本の産業の国際競争力を決める璽要なファクターになるといっても過言では5るまい。そして、その評価の方法は国際標皇によって決まる。つまり、リスクマネジメ／トの国際標準は、個々の企業はもちろん、肺や国の国際競争力を決めるものとして、｛すます注目を集めることになると思われ5Q2−3事業継続マネジメントシステム　　　（BCMS）の国際標準ニューヨークの同時多発テロを経験し、こ）分野で先んじる米国では2007年に、法令に蓼づき米国国土安全保障省（D｝｛S）が「民到部門における緊急事態準備の認証制度」を宏ち上げた4）。これは、DHSが認めた認証基寡に準拠したBCMSを、企業が整備・運用しごいるかどうかについての第三者認証を行うヒ組みである。日本でも、2010年3月から；CMSの第三者認証制度である「BCMS適合長評価制度」の正式運用が開始されている。米国はBCMPの国際標準を検討するよう30にも働きかけを行った。当初はテロ対策｝童中心テーマだったが、2005年にハリケー／・カトリーナによってニューオーリンズが墓面的被害を受けるという災害を経験し、自套災害も主要テーマの1つにしなければならよいと軌道修正した経緯がある。具体的にBCMSの標準開発を行っているのよ、ISO／TC223（社会的セキュリティ）であ5。2007年に夏SO／PAS　22399（社会セキュリ稔一緊急事態準備と業務継続マネジメントガイドライン）が発行された。タイトルに「事霞継続（Business　Co猷鐙ulty）」ではなくヂ業多糸匪続　（Operational　ConUnuity）」　という用語が用いられているのは、このガイドラインが民間企業のみならず、公共機関をはじめとするあらゆる組織を前提に作られているためである4＞。　至SO／TC223の活動で現在最も注目を集めているのは、ISO　22301（社会セキュリティー緊急事態準備と事業継続マネジメントー要求事項）で、2011年4月26Eiに国際標準原案の投票が締め切られ、発行間近な段階にある。「要求事項」という名前が示すとおり、この国際標準は第三者認証につながる標準であり、わが国の企業における国際的な商取引も少なからず影響を受けることになると思われる。　実は、日本はBCMSに関する第三者認証について反対の立場を貫いてきた。その背景には、図一2に表されるような、わが国の自然災害に対するリスクの大きさがあると考えられる。しかし、東日本大震災を受けて、ただ第三者認証を避けてばかりでいいかどうか、わが国の基本方針を問い直す時期にさしかかっているかもしれない。至SO　22301が発行されれば、これに基づく第三者認証を武器に世界との取引を拡大しようとする企業も少なくないものと思われる。むしろそのような企業を積極的に支援する施策が求められていると言えるのではないだろうか。　2−4下水道の事業継続マネジメント　　　　と国際標準　下水道の事業継続マネジメントについては、2009年に国土交通省から「下水道BCP策定マニュアル（地震編）〜第1版〜」が公表され、既に下水道BCPが作られている都市も見られる。夏SO　22301と比較すると、下水道BCP策定マニュアルは、特にISO　31000に基づいて行われるリスクアセスメントの面で、もう一段の改善が必要と思われる。　ここで、ISO　3！000（リスクマネジメント）とリスクマネジメントに関する用語を定義する狢OGuide　73について見てみよう。　ISO31000は、リスクマネジメントを「リスクについて、二心を指揮統制するための調整された活動」と定義している。すなわち、リスクマネジメントとは、iヨ的を達成するためにリ（82）下水道技術の動向スクに対して行う活動であり、図一3のようなプロセスから構成される。また、ISO31000では、リスクは資料一1のように定義されている。リスクを「結果」と「事象の生起確率」の積で表現する事例が数多く見られる。しかし、ISO　Guide　73は、そのような定義を採用していないことに注目すべきである。2つの要素はそれぞれでも評価の対象となり得るし、定量化にあたって重みづけする方法も考えられる。　リスクは「目的」を設定して初めて特定することができる。下水道BCP策定マニュアルでは、下水道事業の目的との関係が必ずしも明確でなく、そのうえリスク特定、リスク分析、リスク評価と続く一連のリスクアセスメントが体系的に明示されていない。下水道BCP策定マニュアルに欠陥があるというわけではなく、カバーすべき部分はすべて網羅されているのであるが、暗黙の了解として文書化されていない部分が多いため、国際標準と比較すると、一見十分に体系化されていないように見えるのである。　これは日本で作られる規格やマニュアル等によく見られる特徴であって、国内のみに適用される場合には特に問題とならないようにも見える。しかし、図一3　1SO　31000におけるリスクマネ　　　　ジメントのプロセス5）識ミ識膨榊・ケ審愉・鍵ン及，ぶ櫨議い　　　　↓颪てい鰍画・1購クアセメンゼ　リスク郵、＝Elノス璽｝リスク欝燭一［＝董対応砲ザソグ蕊びレど，識壕、　　　　　ヨ＿＿＿＿＿＿〜＿＿＿＿」　�@外国の事例を参考に日本のBCMを改善したり、艶本のBCMの優れた点を海外に紹介したりする場面が想定されること　�AまもなくISO　2230ユが発行され、下水道の維持管理を包括的に受託する民問企業、3−3節で述べる下水道施設の運営権を取得したPF王事業者、更に下水道管理者自身が、この国際標準に基づいて第三者認証等適合性評価制度での評価を希望する場合が出てくる可能性があること　　　　　　資料一1’ISO　Guide　73：2009「リスクマネジメントの用語と定義」におけるリスクの定義6）リスク（risk）目標に対する不確かさの影響。注記1　影響とは期待されていることから、好ましい方向および／または好ましくない方　　　　向にかい（乖）離することをいう。注記2　霞的は、例えば、財務、安全衛生、環境に関する到達閣標など、異なった側面が　　　　あり、戦略、組織全体、プロジェクト、製品、プロセスなど、異なったレベルで　　　　設定されることがある。注記3　リスクは、起こり得る事象、結果またはこれらの組合わせについて述べることに　　　　よって、その特徴を記述されることが多い。注記4　リスクは、ある事象（周辺状況の変化を含む。）の結果とその発生の起こりやす　　　　さとの組合わせによって表現されることが多い。注記5　不確かさとは、事象、その結果またはその起こりやすさに関する、情報、理解ま　　　　たは知識が、たとえ部分的にでも欠落している状態をいう。下水道技術の動向（83）等を勘案すると、できるだけ国内向けのマニュアルは国際標準の体系にそろえることが望ましい。　また、リスクマネジメント分野の国際標準を扱うISOの技術管理評議会（TMB）のワーキンググループは、目本が幹事国を務めている。これは極めて戦略的なポジションであり、わが国の多くのセクターがリスクマネジメントの国際標準を尊重することは、大局的、長期的に見て国益に適うものと思われる。3，マネジメントの技術3−1広義の技術とメタ技術通常、我々が下水道技術の動向を論じる時、その技術はインフラとして霞に見えるものであることが多い。例えば、「循環のみち」を拓くための下水汚泥資源化技術といえば、汚泥からのリン回収施設であったり、乾燥や炭化による汚泥燃料化施設であったりという具合である。管理者である地方公共団体からすると、今後どのような施設を設置するかは大きな関心の的であるし、虚聞企業にしても、どのような施設・設備に需要があるかに敏感でなければ生き残っていけない。途上国ビジネスで必ず言われるのが、日本の技術は高贔質だが価格が高すぎて売れないというものである。価格を抑えるためにどうしたらよいかということになり、なかなか適当な解決策を見出せずに堂々めぐりの議論となる場合もある。とれでは田本に高度な技術力があるとは言えない。技術面とは、問題を解決する能力であり、施設や設備の技術は、その能力の一部でしかない。例えば職場におけるコミュニケーションの方法も広義の技術であるし、新しいニーズを発見し、自分達の博っている要素技術を組合わせてその解決につながるビジネスモデルを組立てる方法も広義の技術である。複数の要素技術をそれぞれ別個に利用するのではなく、それらを連結し互いに関連づけ、全体としてのシナジーを追求する場合にカギとなる「技術」を「メタ技術」または「メタ・テクノロジー」という7）。海外において成功を収めるためには、「技術」を広義に捉えたうえで、「メタ技術」を磨くことが求められる。　3−2　「循環のみち」のりスクマネジメ　　　　ント　メタ技術は、必ずしも施設や設備に組み込まれた技術であるとは限らない。例えば水が不足して農業ができない最貧国では、生下水が貴重な水資源となり得る。生下水であってもそれによって農作物を育てることができるのであれば、生下水利用のリスクを最小限にし、農業生産を最大にするための下水と農業のマネジメント技術は考えられるはずだ。図一4は、世界保健機関（WHO）のガイドライン8）から引用したもので、たとえ下水やし尿を処理しなくても、現地の条件に応じて農作物の病原微生物汚染に起因する感染リスクを劇減するための様々なマネジメント手法があり得ることを示している。　東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故の影響は、放射性物質による下水汚泥の汚染をもたらし、下水汚泥の処分や有効利用ができなくなる事態に至った。放射性がれきの問題もそうであるが、そもそも原子力発電所において炉心溶融が起きることはまったくの想定外であり、放射性物質が発電所の外に大量に放出された場合の影響と、そのような事態をマネジメントする方策が研究されてこなかったことが事態を悪化させた。　日本では、一旦「あり得ないこと」と整理されたことを考えることは無駄のように捉えられることが多い。下水汚泥が放射性物質で汚染されることは、「あり得ない」ことであったから、その場合の取扱いについては、これまで研究のテーマにもならなかった。これは明らかに原子力発電所のリスクマネジメントの問題であって、炉心溶融の影響に関するリスク特定、リスク分析、リスク評価というリスクアセスメント（図一3参照）が十分に行われていなかったことに起因する。　同様の考え方に立てば、下水処理水や下水汚泥の再利用・リサイクルを進めようという「循環のみち」あるいは「資源のみち」の施策は、適切なリスクマネジメントとセットで行われなければ、かえって社会のリスクを増大させることになりかねないことを再認識すべきである。どこまで安価で資源的価値の高いものをつくるかという従来の発想に加え（84）下水道技術の動向図一4　水不足、健康リスク、経済性等を総合的に勘案した下水・し尿の有効利用。δ2春　　　沸き　　　嬉　　　3　　　2　　　叢　　　むミ冥ム網頭e§胡悪瞳認A根葉、醒5灘　圏灘灘懸。生で食べる作物）翌駐F懸労働藥約化G高度機械化｛｝生で食べない作物灘丁下水・し關理灘◎収灘三囲w働の瀞懸隔点滴灘（作物の位置：闘累高，レ低）　　　継継地申灘て、いかに社会に対するリスクを下げるか、万一の危機にどのように対処するかという観点からのマネジメント技術が重要であり、リスクマネジメントに関する規格の整備はその第一歩となる。．3−3　コンセッションとリスクマネジ　　　　メント　「産業」というと一般に民間：企業の経済活動と捉えられがちであるが、英語のi船ustryには、「ある特定のものの生産または特定のサービスの供給に関与する人々または行為3という意味がある9）。従って、下水道事業の実施主体である地方公共団体、地方公共団体からの要請に基づき製品やサービスを提供する民間企業、そして下水道事業を規制・誘導する政府など、下水道事業に関与する者はすべてindustryまたはindustryの担い手といえる。　「下水道」というインフラ資産（アセット）に注臼すると、玉nd“stryの握い手は、「アセット所有者（asset　owner）」、「アセット管理者（asset　manager）」、「アセット運転者（asset　operator）」、「規制者（regulator）」それに「責任団体（respons玉ble　body）」の5者に分類される。　水ビジネスの国際展開を論じる場合、その主役は当然民間企業となる。経済産業省の「水ビジネス国際展開研究会」の報告響。）でも指摘されているように、海外での事業受注には、日本企業が運営管理の実績を積むことが必要であり、日本の企業が長期的かつ安定的に海外における水事業を展開していくためには、その基盤となる健全な国内市場の整備が必要である。自国外で積極的にビジネスを展開している外国の民間企業は、例外なく自国内でも同様のビジネスを行っている。つまり、国内と国外を隔てるバリアーが比較的低いため、国内で培った技術をそのまま国外でも活用しやすいのである。　更に、日本の企業が海外において水事業の事業運営権を確保できない、すなわちアセット管理者となれない短期的な要因として、十分頃水事業の運営・管理実績を有しないため、入札事前資格審査を通過できないことが挙げられる。わが国の民間企業の海外水ビジ下水道技術の動向（85）ネス展開を促進するうえでも、アセット所有者とアセット管理者を分離する考え方に順応する必要があろう。　2011年5月24日に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律」が国会で可決成立した。この改正によって、公共施設等運営事業を実施する権利である「公共施設等運営権」が確立され、わが国でも「コンセッション」によるPFI事業が誕生することになる。　「コンセッション」では、施設所有権を行政に置いたまま、民間に「運営権」を設定し、民間が「アセット管理者」となる。「運営権」には抵当権が設定できるため金融機関などからの資金調達も円滑になる。メリットとしては、　�@政は運営権の対価支払いで施設収入の早　　期回収を実現　�A民聞事業者は抵当権設定による円滑な資　　金調達、利用料金設定など自由度の高い　　事業運営、減価償却の導入�B金融機関などは抵当権設定による担保の　　安定化　�C利用者は質の高い公共サービスの享受が挙げられるil＞。　この「コンセッション」において最も重要なのが、事業運営上のリスクマネジメントである。リスクには、運営権者が負うリスクと責任団体の負うリスクがあり、リスクマネジメントにおいて両者は基本的に協力し合う立場にあるが、時として相対立する場合もある。これまでは地方公共団体の1つの部門が同時に担ってきたため、機能に応じた構成要素毎のマネジメントが十分できて嘗なかった部分が、「コンセッション」契約等を通じて、リスク分析が進み、全体としてマネジメントシステムが設計しやすくなるというメリットが期待される。反村に、形式だけの「コンセッション」は、独立性の高い関係者の意思決定が輻窪して事業運営のリスクを増大させる恐れがあるため、十分な注意が必要である。4．おわりに　2009年に打ち出された国土交通省成長戦略では、海外へ進出する日本企業への支援ツールと政府サイドの支援体制整備のための政策として「スタンダードの整備」が掲げられ、国内スタンダードのグローバルスタンダードへの適合をめざすという方針案が打ち出された12＞。これを受けて、国土交通省都市・地域整備局下水道部と下水道グローバルセンター（GCUS）は、次の3つの方針を確認している。　�@下水道に関す観SO規格が制定された場　　合、国は速やかにこれと整合する日本工　　業規格（JIS規格）を制定する。　�A国は、下水道に関するJIS規格を制定し、　　あるいは重要なガイドライン等を策定す　　る場合、これに関連する夏SO規格その他　　の国際規格が存在する場合には、これら　　の国際規格との整合に留意する。また、　　できるだけ主要諸外国の規格も参考にす　　る。GCUS関係団体は、国際規格、外国　　の規格の調査等について協力する。　�B下水道に関するもので夏SO規格が未制定　　なJ夏S規格について、国がこれを制定す　　る場合、またはGCUS関係団体が国にこ　　れを制定するよう申し出る場合、国また　　は当該申し出団体は、それぞれ」狢規格　　もしくはJ綿規格原案を英語で表記した　　ものもあわせて作成する。　以上の方針のもと、国土交通省とGCUSでは、厚生労働省、経済産業省、�兼�本水道協会、�鞄�本規格協会等と協力しながら、蔦024510・24511・24512と整合のとれた日本工業規格（JIS規格）の制定をめざすための準備を始め、2011年度中にはこのJ至S規格が発行される見込みである。　水関連技術の海外展開がわが国の成長戦略となっており、中でも、国際標準化は、「知的財産推進計画」への位置づけなど重要な施策とされている。世界での需要が大幅に伸びるとされている水分野については、今後とも、新たな国際標準化のニーズが発生するものと予想され、わが国の優れた技術が世界で活用されるよう、戦略的に国際標準化に関与し、進めていくことが重要であろう。このため、厚生労働省、国土交通省、経済産業省は、国際標準化のニーズや動向に応じたわが国の対応方針を定期的に検討するための場を「水分準国際標準化戦略検討委員会」として設置し（86）下水道技術の動向た。2010年度は、ド知的財産推進計画2010」に基づく水分野の国際標準化戦略の策定作業が行われたが、今後は再生水利用、バイオガスなど個別刎SO／TC等への対応方針に関する情報共有、方針確認なども行われることになっている。　　　　　　　　　　，　以上のような流れは2011年度も続くと思われるが、東日本大震災の影響を受け、様々な技術分野の中でも災害リスクに関連する技術に注臼が集まりつつある。臼本では、技術というとツールとしての技術のみが取り上げられがちである。しかし、全体としてリスクをマネジメントする技術があって、初めてツールとしての技術の存在価値が出てくることを忘れてはならない。　Google検索で「Recent　disasters　and夏SOs｛andards」と入れると、　ISOのウェブサイトにKevln　W．　Knigh眠が寄稿した「最近の災害とISO標準」というレポートにアクセスすることができる。著者は、リスクマネジメントを扱うISO／PC262の議長であり、　ISO31000や王SO　Guide　73などの開発のリーダーを務めている。レポートには津波被災時に仙台市の爾蒲生浄化センターで撮られた写真2枚が掲載されていて、この写真を1SOに送った仙台市建設局の水谷哲也氏の紹介もある。　2011年度は、「リスクマネジメント」を軸に、様々な防災の取組みと国際標準との関係が語，られる新たな潮流のはじまりの年になりそうである。都市防災の重要な一一翼を担う下水道事業と下水道事業を支える技術が、この流れの中にあることは雷うまでもない。参考文献1）http：／／www．reuters．com／article／2011／　03／17／us−japa貧一nuclear−safety一　隻dUSTRE72G4GD20110317（平成2011年　　6月時点）2）検証　ニッポンのものづくり　露呈した　　製造業のアキレス腱、週刊ダイヤモンド　　2011年5月28日3）古谷俊輔：あなたの会社のロバスト性は　　大丈夫ですか？一震災で再構築を迫られ　　るBCP（上）、日経ビジネスオンライン、　　2011年4月26蔭4）http：／／www．newton−consulting．cojp／　　bcrnnavi／gu重deline／asis＿spc1．hUn　　（201！年6月時点）5）指田朝久：リスクマネジメントに関する　　国際標準規格ISO31000の活用、　TRC　　EYE　VoL266、東京海上日動リスクコン　　サルティング�梶@http：／／WWW．tokiorisk．　　co，jp／riskjnfo／up＿file／201004，30Lpdf　　（2011年6月時点）6）臼本規格協会：対訳ISO　31000：2009リ　　スクマネジメントの国際規格（2010）7）榊原、清則：メタ・テクノロジー：技術　　のダイナミクス、一橋論叢，87（3）、　　pp363−3768）WHO　guidelines　for　the　safe　use　of　　WaSteWater，　eXCre£a　and　greyWater，　　Vol．2，　Wastewater　use　in　agricu廷ure　　（2006）／World　Health　Organization9）The　peoP至e　an（玉activities　involved　in　　producing　a　part重cular　th玉rL9，0r　　providing　a　parUcu墨ar　service（Oxford　　Advanced　Leamer’s　Dictionary）10）水ビジネス国際展開研究会：水ビジネス　　の国際展開に向けた課題と具体的方策、　　平成22年4月、経済産業省11）一般財団法人地方自治体公民連携研究　　財団のウェブサイトhttp：／／lg−ppp。　　hir威as．com／？page＿id＝1518（2011年6　　月時点）12）国土交通省成長戦略、平成22年5月17臼、　　国土交通省成長戦略会議

